
令和８年度 学校給食施設改修事業調査検討業務委託 

－業務仕様書－ 
１．業務名 

令和８年度 学校給食施設改修事業調査検討業務委託 

 

２．委託の期間 

契約日の翌日から令和９年３月 31日まで 

 

３．業務の目的 

 志免町では、小中学校について自校調理にて完全給食を実施している。給食施設の多くは

老朽化が進行しており、施設整備が必要となっている。 

 少子高齢化等による税収減少を予測し、今後も子どもたちに安全・安心でおいしい給食を

安定的に提供していけるよう、志免町に最適な調理場の検討及び新たな調理場整備も視野に

入れた取組みを進めるため、給食施設整備基本計画を作成することを目的とする。 

 

４．業務内容 

（１）学校給食施設の調査及び現状分析等 

昨今の学校給食を取り巻く情勢を踏まえ、既存調査や図面をもとに本町学校給食施設の現

状把握及び分析を行う。 

ア 給食施設、運営の状況整理 

本町の給食施設及び運営の状況について、既存資料により整理する。また、共同調理

場方式を採用する場合に想定される課題についても整理を行う。 

イ 将来の推計 

児童生徒数、学級数、教職員数、将来推計等から最大食数を算出し、食数の推移に関

する資料を作成し、施設規模の設定に反映する。なお、本町以外の自治体の児童数につ

いては、各自治体提供データをもとに検討を行うこととする。 

ウ 現状施設における課題の分析等 

  社会情勢や最新の知見及び上記ア～イを踏まえ、志免町学校給食施設の課題を整理し

分析を行う。 

 

（２）給食施設整備の基本方針 

  学校給食の基本的な考え方を整理し、基本方針（案）を作成する。 

 

（３）学校給食実施方式の検討 

 （２）の結果をもとに今後の学校給食の提供方式（自校方式、親子方式又は共同調理場方

式等）について案を設定し、安全性、おいしさ、財政負担などの観点から最適な方式を評価

すること。また、他事例等をもとに広域連携の可能性についても整理を行う。 

（４）給食施設の検討 

ア 整備計画案作成 



（３）の検討結果を踏まえ、共同調理場方式による学校給食施設に必要な配置計画（配

置図、平面図等）を作成する。 

イ 概算事業費算出 

上記アに基づき、概算事業費を算出する。なお、自校式、親子方式、広域連携について

は町の検討結果や他都市事例をもとに算出し、共同調理場方式との比較を行う。 

 

５．協議及び成果品 

（１）協議 

業務遂行のための打合せ協議を必要に応じて適宜実施する。また、記録簿２部作成し各々

保管する。 

（２）成果品 

本業務の成果品は次のとおりとする。 

ア 志免町学校給食施設整備基本構想   10部 

イ 打合せ議事録、使用した資料データ      一式 

ウ その他「発注者」が必要と認める資料     一式 

エ 上記デジタルデータ（CD-ROM）    一式 

 

６．その他 

（１）秘密の保持 

受託者は、本業務の遂行上知り得た一切の事項については、これを第三者に漏洩しては

ならない。 

（２）成果品の帰属 

本業務の成果品は全て町に帰属し、受託者は町の許可なく成果品等を公表し、貸与し、

又は使用してはならない。 

（３）疑義 

本仕様書に定めのない事項については、町監督員と協議して定めるものとする。 

なお、業務遂行上、当然必要と考えられる事項については受託者の負担によるものとする。 

（４）瑕疵 

受託者は、本業務完了後に成果品の瑕疵が発見された場合、受託者の負担において補修

するものとする。 

（５）貸与資料 

町は業務に必要な資料を受託者に貸与するものとし、受託者は貸与された資料を適切に

管理し、業務完了後速やかに町に返却しなければならない。 


